




（ⅰ）代理人が届け出る場合は２段書きしてください（例１）。また、代表者の委任状を添付して 

ください（例２）。 

なお、前回の届出から代表者及び代理人の両者に変更が無い場合は、委任状の写しを添付 

してください。 

（例１）                    （例２） 

届出者 ◯◯工業株式会社 

東京都千代田区丸之内１ １ １ 

取締役社長 三重太郎 

 

代理人 ◯◯工業株式会社 三重工場 

三重県津市広明町××番地 

三重工場長 三重次郎    印 

担当者 ◯◯◯◯ 電話××××××××××番 

 

 

（ⅱ）一般的な変更の届出（第８条第１項）（P.52参照）を行う場合は、「（第７条第１項工場立

地の調査等～附則第３条第１項）」の部分を二重線で抹消してください。 

※工場立地法第７条（要旨）・・・法改正により、既に設置している工場が、新たに特定工

場となった場合に届出を行わなければならない旨を定め

たもの。 

※一部改正法附則第３条第１項（要旨）・・・昭和４９年６月２９日以後に、既存の特定工

場が最初の変更をしようとする場合の届出に

関する規定を定めたもの。 

（ⅲ）実施制限期間の短縮を申請しない方は、「及び実施制限期間の短縮申請書」と「るとともに、

工場立地法第11条第１項の期間の短縮方を申請し」の部分を二重線で抹消してください。 

（ⅳ）末尾に工場名を記入してください。 

（ⅴ）変更前後の製品名の主なものを記入してください（業種及び業種番号は別途記入していた

だきます。） 

（ⅵ）「敷地面積」及び「建築面積」（P.53参照）の増加面積、減少面積をそれぞれ記入してくだ

さい。（例えば500㎡の倉庫をスクラップして同面積の倉庫を建てた場合は「＋500、△500」

としてください。 

また、面積の算定に際しては、少数点以下は切り捨てにしてください。（複数の建築物があ

る場合は、各々の建築物について少数点以下を切り捨てた上で合算することとなります。） 

（ⅶ）別図として「生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図」（Ｐ. 41

参照）を添付してください。 

（ⅷ）該当のある場合は、別紙３（P. 36参照）、別紙４（P. 37参照）を作成してください。 

該当の無い場合は「該当なし」と記入してください。 

（ⅸ）造成工事が行われる場合（敷地の増減のみの変更の場合を含む）は「造成工事等」欄に、

その他の工事の開始予定日は「施設の設置工事」欄に記入してください。 
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別紙１                                                                                  変更届用 

 

特定工場における生産施設の面積           
 

 生産施設の名称  施設      面積（㎡）  増減面積  備考       

  番号   変更前   変更後  （㎡）  分類番号  γ α       

 

 

 

 

（ⅰ）

 

 

 

 

 （ⅱ） 

 

 

 （ⅲ） 

 

 

 （ⅳ） 

  

 

 変更の無い施設 

 

 

 

 

12,000 

 

12,000 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 工場棟Ａ 

 

 

 

 工場棟Ｅ 

 （金型工場） 

 （ボイラ ） 

 

  

  （ⅴ） 

 

セ １ 

 

 

 

セ ５ 

(セ-５-１) 

(セ-５-２) 

 

 

13,000 

 

 

 

なし 

（なし）

（なし）

 

 

10,000 

 

 

 

5,000 

（3,000）

（2,000）

 

 

＋2,000 

△5,000 

 

 

＋5,000 

（＋3,000）

（＋2,000）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（ⅵ） 

 

 

 

2452 

 

 

 

2453 

 

 

65

 

 

 

65

 

 

1.2 

 

 

 

1.2 

 

      

      

      

      

      

      

  

  

25,000 

 

27,000 

  
＋ 7,000 

△ 5,000 
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（ⅰ）施設番号（施設毎にセ １から始まる一連番号）を記入してください。 

   変更の無い施設はまとめて記入し、変更のある施設についてのみ個々に記入していただい

ても結構です。 

 

（ⅱ）該当生産施設（P. 53 参照）の建築面積（水平投影面積）を、少数点以下切り捨てにして

記入してください。 

生産施設を新たに設置する場合には変更前の欄は「なし」又は「０」と記入してください。

生産工程が工場建屋単位で独立している場合は、それぞれの工場建屋を一つの単位として

取り扱ってください。 

 

（ⅲ）同一生産施設で増減があった場合は差引せずに、「＋○○、△○○」と増加分、減少分をそ

れぞれ記入してください。 

 

（ⅳ）当該生産施設における生産品に則して、「生産施設面積の敷地面積に対する割合一覧表」 

（「工場立地法解説（（財）日本立地センター発行）P. 276～」に基づき産業分類番号、γ値、

α係数を記入してください。 

 なお、工場立地法施行後に新たに設置された工場の場合は、α欄には「 」を記入してく

ださい。 

★日本標準産業分類（平成19年11月改訂）http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/ 

 

（ⅴ）生産施設単位に含まれる主要施設は、セ ５ 1、セ ５ ２等の枝番を付し、（ ）書き 

により記入してください。 

 

（ⅵ）差引せずに、「＋○○、△○○」と増加分、減少分をそれぞれ記入してください。 
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別紙２の１                                                                               変更届用 

特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置         

１  緑地の面積及び配置 

名称 施設番号 面積         （㎡） 

  

備考     

  変更前 変更後 増減   

 

 

 

 

 

（ⅰ） 

  

 

（ⅱ） 

  

 

 （ⅲ） 

 

    変更の無い施設 

  

18,000 18,000

 

0 

 

 

工場東側緑地 

 

リ－１ 

 

900 1,000

 

+ 100 

 

 ① 

 

 

工場西側緑地 

 

 

リ－２ 

 

 

300 500

 

+ 300 

 

△ 100 

 

 

 ① 

 

工場北側緑地 

 

リ－３ 

 

80 50

 

△ 30 

 

 ② 

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

うちうち多様多様 

    なな緑化緑化に 

    よるよる緑地緑地 

     

 

 合計 19,280 19,550 ＋ 400 

△ 130 

 

 

 

 

 備考欄には、次の①、②のいずれかを記入してください。 

 ① 樹木が成育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの。 

 ② 低木又は芝その他の地被植物（除草等の手入れがなされているものに限る。）で表面が被われている土地又は建築物屋上緑化施設（全面

地被）  
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（ⅰ）施設番号（区画毎にリ １から始まる一連番号）を記入してください。変更の無い施設は

まとめて記入し、変更のある施設についてのみ個々に記入していただいても結構です。 

 

（ⅱ）当該緑地（P.54参照）を小数点以下は切り捨てにして記入してください。同一区画の緑地

に増減があった場合（配置の変更を含む）は差引せずに、「＋○○、△○○」と増加分、減

少分をそれぞれ記入してください。 

   緑地を新たに設置する場合は、変更前の欄に「なし」又は「０」と記入してください。 

 

（ⅲ）次の緑地の定義に照らし合わせて、各々の施設番号別に該当する番号（①～②）を記入し

てください。 

 

一．樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の

周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの。 ・・・・・・・・① 

二．低木又は芝その他の地被植物（除草等の手入れがなされているものに限る。）で表面 

が被われている土地又は建築物屋上緑化施設（全面地被）・・・・② 

 

※単独の樹木での樹冠の水平投影面積を緑地面積として測定できます。一区画の緑地をこのよ

うに算定した場合は、「全面樹冠」と記入してください。 

また、「低木又は芝その他の地被植物」で区画全面が被われている土地については、「低木全 

面地被」又は「芝全面地被」と記入してください。 

 

※平成16年３月31日に工場立地法施行規則が改正され、屋上緑化・壁面緑化等の「建築物屋

上等緑化施設」が緑地として認められるようになりました。（P.50「多様な緑化の推進」参

照） 

 

※平成２３年９月３０日に工場立地法施行規則等が改正され、「緑地」の定義が見直されまし

た。 
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別紙２の２                                                                              変更届用 

 

緑地以外の環境施設の名称 施設番号 面積（㎡） 増減面積  

  変更前 変更後   

 

 

 

 グラウンド 

 

 噴 水 

 

 

 

 

     （ⅳ） 

 

 

 

（ⅰ） 

 

カ １ 

 

 カ ２ 

 

 

 

 

 

10,000

 

なし

 

 

 

（ⅱ） 

 

10,000

 

100

 

 

 

（ⅲ） 

 

なし 

 

+100 

 

 

 

 緑地以外の環境施設の面積の合計 

 

10,000

 

10,100

 

＋ 100 

△ 

 

 環境施設の面積の合計 

 

29,280

 

29,650

 

＋ 500 

△ 130 

 

 

           （ⅴ） 

 

２  環境施設の配置 

  変 更 前 

 

 

  変 更 後 

 

 

       

       

       

          

 

 

     （ⅵ） 

 

 

 敷地の周辺部に配置する環境施設の各施設番号 

 

 

 

リ １ 

 

 

リ ４ 

 

 

リ ６ 

 

 

リ １ 

 

 

リ ４ 

 

 

リ ６ 

 

 敷地の周辺部に配置する環境施設の面積の合計      17,000 ㎡      17,200 ㎡  （ⅶ）

 配置について勘案した周辺 

 の地域の土地利用の状況等 

 との関係 

 

 

 

 住宅地と隣接する西側、南側に極力環境施設を設置す

るようにした。 
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（ⅰ）施設番号（施設又は区画毎にカ １から始まる一連番号）を記入してください。 

 

（ⅱ）当該緑地以外の環境施設（P.55参照）を小数点以下は切り捨てにして記入してください。 

   緑地以外の環境施設を新たに設置する場合は、変更前の欄に「なし」又は「０」と記入し

てください。 

 

（ⅲ）同一環境施設で増減があった場合（配置の変更を含む）は差引せずに、「＋○○、△○○」

と増加分、減少分をそれぞれ記入してください。 

 

（ⅳ）環境施設（P.54 参照）のうち、「緑地以外の環境施設」欄の面積の合計を記入してくださ

い。 

 

（ⅴ）「緑地以外の環境施設」欄と「緑地」欄の面積の合計を記入してください。 

 

（ⅵ）該当する環境施設の施設番号を列挙してください。 

「敷地周辺部」の考え方については、P.54を参照してください。 

 

（ⅶ）環境施設は、敷地面積の15％以上相当を敷地の周辺部に配置するようにしてください。 

 

  

※平成２２年６月３０日に工場立地法施行規則等が改正され、太陽光発電施設（自家用）が環

境施設として認められるようになりました。 
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別紙３ 
工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 

 
 
 

 工業団地の名称 
 

ニューファクトリーひさい工業団地 
 

 
 

 
 

 工業団地の所在地 
 

三重県津市戸木町、森町地内 
 

 
 

 
 

 工業団地の面積(a) 
 

 
９４８，９９６ ㎡ 

 
 

 
 

 工業団地内の全工場又は全事業場の 
 敷地面積の合計(b)                 

 
４７５，１９１ ㎡ 

 
 

 
 

 工業団地共通施設の面積の合計(c) 
 

 
４０８，２１８ ㎡ 

 
 

 
 

 
 

 うち 
    緑地 

 面 
 積 

 
     ３５２，８０３  ㎡ 

 自然公園緑地 
 グリーンベルト 

 
 

 
 

 
 

 うち 
      緑地以外の環境施設 

 面 
 積 

 
       １２，０４３  ㎡ 

 種 
 類 

 多目的公園 
 

 
 

 
 

 
 

 うち                   
     その他の共通施設   

 面 
 積 

 
４３，３７２ ㎡ 

 種 
 類 

 調整池、排水場 
 管理センター 

 
 

 
 

  その他の施設 
 

 面 
 積 

 
        ６５，５８６ ㎡ 

 種 
 類 

 道路、河川敷、鉄塔敷 
 

 
 

 
 

  工業団地の環境施設の配置に関す 
  る概略図その他の説明 

 概略図は、別図のとおり     下図を 
               参照ください。 

 
 

  備考 
  「その他の施設」の面積の欄は、「工業団地の面積」(a)から「工業団地内の全工場又は全事業場の敷地面積の合計」(b) 
    及び「工業団地共通施設の面積の合計」(c)を減じた面積を記載すること。      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「工場立地法に関する準則第５条の団地特例」(P.57 参照)の適用を受けている工業団地内に工場

又は事業場を設置する場合に提出してください。 
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別紙４ 

隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 
 
 

 

 隣接緑地等の名称 

 

 

 

 
 

 

 

隣接緑地等の所在地 

 

 

 

 
 

 

 

 隣接緑地等の面積の合計 

 

 

                                       

 
 

 

 

 うち緑地面積 面積 

 

 

           ㎡ 
  

 

 

 

 うち緑地以外の環境施設面

積 

面積 

 

 

           ㎡ 
種類 

 

 

 
 
 

  

 事業者の負担する総額 

設置費用 

 

 

                 円 

 
 

  維持管理費用 

 

 

                 円 

 
 

 設置費用 

 

 

                 円 

 
 

 

 

 うち届出者の負担費用 

 維持管理費用 

 

 

                 円 

 
 

 

 

 隣接緑地等の配置に関する概略

図その他の説明 

  
 

備考 １ 「事業者の負担する総額」の欄には、隣接緑地等の整備につき当該工業集合地に工場又は事業場を設置する事業者が負担する 

     費用の総額について、設置費用、維持管理費用（毎年の維持管理費用に協定等による維持管理期間を乗じた金額）のそれぞれ 

     を記載すること。 

   ２ 「うち届出者の負担費用」の欄には、隣接緑地等の整備につき届出者が負担する費用について、設置費用、維持管理費用（毎 

     年の維持管理費用に協定等による維持管理期間を乗じた金額）のそれぞれを記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

工場集合地(P.57 参照)に工場又は事業場を設置する場合に提出してください。 
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（ⅰ）当該工場が、「工場立地に関する準則第５条の団地特例」（P. 57 参照）の適用を受けてい

る工業団地内にある場合は、カッコ内に「特例対象面積」欄と「自社敷地面積」欄を合計

した面積を記入してください。（適用の有無については、土地を造成した事業者等に確認し

てください。）該当のない場合には記入は不要です。 

 

（ⅱ）「別図１」として、「特定工場用地利用状況説明書」（P. 40参照）を添付してください。 

 

（ⅲ）当該工場用地の周辺の状況を記入してください。 

（例：田、他社工場、市道を挟んで住宅 など） 

 

（ⅳ）都市計画法上の区域区分を   で囲んでください。 

◯住居系地域とは、第一種、第二種低層住居専用地域、第一種、第二種中高層住居専用地

域、第一種、第二種住居地域、準住居地域のことです。 

◯商業系地域とは、近隣商業地域、商業地域のことです。 

 

（ⅴ）当該工場が、団地特例の適用を受けている工業団地内にある場合のみ記入してください。

該当の無い場合は記入は不要です。 

 

（ⅵ）別紙２の１「特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置」において、一区画内に

１本以上樹木がある場合には「樹木地」欄に、樹木が無い場合には「芝その他の地被植物」

欄に記入してください。 

 

（ⅶ）今回の届出を行う理由を簡潔に記入してください。 

  （例）・敷地を拡張させることに伴う緑地の増加及び減少。 

     ・倉庫の新設に伴い、緑地を減少及び増加させる。 

 

（ⅷ）当該工場における、全ての製造品目に該当する業種番号を記入してください。 

（業種が多岐にわたる場合には別紙を添付していただいても結構です。 
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７ 環境施設のうち雨水浸透施設がある場合は、当該施設の種類や浸透能力、維持管理及び

雨水流出を抑制する必要性を記載した書類を添付してください。 

８ 環境施設のうち太陽光発電施設がある場合は、当該施設の種類、発電能力、設置場所及

び電力の用途を記載して書類を添付してください。 

９ 敷地の周辺部（敷地の境界線から対面する境界線までの距離の５分の１程度の距離だけ

内側に入った点を結んだ線と境界線との間に形成される部分）を破線で明示してくださ

い。（P.54参照） 
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一体計算適用調書 

 
１ 生産施設面積率等 
      
 
 

 
 

届出者 
 

一体計算相手方 
 

計 
 

 
 

 
 
 

 届出工場名称 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 住所 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 敷地面積 
 

                    ㎡ 
 

                    ㎡ 
 

                   ㎡ 
 

 
 

 
 

 建築面積 
 

                    ㎡ 
 

                    ㎡ 
 

                   ㎡ 
 

 
 

 
 

 生産施設面積 
 

                    ㎡ 
 

                    ㎡ 
 

                   ㎡ 
 

 
 

 
 

 生産施設面積率 
 

                    ％ 
 

                    ％ 
 

                   ％ 
 

 
 

 
 

 緑地面積 
 

                    ㎡ 
 

                    ㎡ 
 

                   ㎡ 
 

 
 

 
 

 緑地面積率 
 

                    ％ 
 

                    ％ 
 

                   ％ 
 

 
 

 
 

 環境施設面積 
 

                    ㎡ 
 

                    ㎡ 
 

                   ㎡ 
 

 
 

 
 

 環境施設面積率 
 

                    ％ 
 

                    ％ 
 

                   ％ 
 

 
 

２  環境施設の概要 
       
 
 

 樹木 
 

  面積 
 

                    ㎡ 
 

                    ㎡ 
 

                   ㎡ 
 

 
 

 
 

 
 

  高木 
 

                    本 
 

                    本 
 

                   本 
 

 
 

 
 

 
 

  低木 
 

                    本 
 

                    本 
 

                   本 
 

 
 

 
 

 芝その他の地被植物 
 

                    ㎡ 
 

                    ㎡ 
 

                   ㎡ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 緑地以外の環境施設の名称 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 敷地周辺部に配置する 
 環境施設面積（率） 
 

 
 
 

 
 
 

 
                  ％ 
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